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１．計画の位置づけ 

緑の基本計画とは、都市緑地法に基づいて、地域特性を活かした江戸川区ら

しい個性あるみどりの保全や創造、区と区民の協働によるまちづくりを行うた

めの計画で、「江戸川区基本構想」や国、東京都の関連計画とも連携しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■計画の位置づけ 

 

 

 

 

２．計画の目標年次 

本計画では中間年次を平成 29 年（2017 年）、目標年次を 10 年後の平成

34 年（2022 年）とします。 

 

３．みどりの役割 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

計 画 の 策 定 あ た に っ て 
 

江戸川区基本構想 

長期計画 

江戸川区街づくり 

基本プラン 

(都市マスタープラン) 

 

江戸川区 

みどりの基本計画 
(都市緑地法第四条) 

江戸川区 

水と緑の行動指針 

整合 

反映 

都市計画公園・緑地の整備方針 

緑確保の総合的な方針 
（以上 都・特別区・市町合同策定） 

2020年の東京 

緑の東京10年プロジェクト 

みどりの新戦略ガイドライン 

環境軸ガイドライン 

緑施策の新展開 

（東京都の関連計画） 

（他の関連計画） 

生物多様性国家戦略 

江戸川区景観計画 

エコタウンえどがわ 

推進計画 

等 

即 す

る 

連携 連携 

連携 

 

■防災の機能 

・大規模な震災時における防災拠点 

・火災の延焼拡大防止 

・避難路や緊急輸送路の確保 

 

 

 

 

■都市環境改善の機能 

・ヒートアイランド現象の緩和効果 

・地球温暖化現象の防止 

 

 

 

 

■都市景観形成の機能 

・美しい都市景観の形成 

・文化や歴史を構成する要素 

 

 

 

 

■自然環境保全の機能 

・様々な生物の生息場所、移動ルート 

・生物多様性の確保 

 

 

 

 

■レクリエーションの機能 

・子どもたちの遊び場、散策、休息

の場 

・多様な余暇活動やスポーツ・健康

づくりの場 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

  

本編 P.1～2 
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江

み 

戸 川 区 の ど り み 

<みどりのあゆみ> 

本区では、昭和 30 年後半からの急激な都市化によって、多くの農地や水

路が失われ、同時に公害やごみ問題などの多くの環境問題が発生しました。 

こうした状況に対して、昭和 46 年に「環境をよくする 10 年計画」を策

定し、区民一人当たりの樹木数と公園面積の目標を『10 本、10 ㎡』とし、

区民と協働のもと、街に安らぎと潤いをもたらす緑の確保を積極的に進めて

きました。 

昭和 48 年に日本で初めての親水公園とな

る古川親水公園が誕生し、現在では 465 箇

所、358ha の公園や 27km に及ぶ親水公園、

親水緑道が区全域にみどりのネットワークを

形成しています。 

<みどりの現状> 

◆区内のみどりは、道路や公園などの都市基盤整備に伴い全体としては増加

していますが、民有地の樹林地や農地は宅地化などに伴い減少していま

す。 

◆海と川に囲まれた本区には多くの生き物が生息しており、湿地性の希少な

植物も確認されています。 

◆本区には現在、465 箇所、358ha（一人あ

たり5.30㎡）の公園が整備されていますが、

1000 ㎡未満の公園が半数を占め、1ha を

超えるような拠点となる公園は少ない状況

です。 

◆本区では、環境をよくする運動をはじめ、町

会、自治会、個人と区が強い信頼関係を築き

ながら連携をとり、公園･緑･水辺のボランテ

ィア活動などに代表される区民主体の様々

なみどりの活動が進められています。 

江

み 

戸 川 区 の ど り み 
 

 
 

  

 
 

  

古川親水公園 

本編 P.3～22 

ウラギク 

環境をよくする運動 公園の規模別構成比（箇所数） 
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みどりの課題と社会動向 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針 

 

 

 

【みどりの将来像】 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

江

み 

戸 川 区 の ど り み み ど り の 課

題 

と 基 題

み 

本 方 針 

 

■みどりの現状と課題 

①樹林地や大径木の保全と利活用 

②農地の保全と活用方策、 

担い手確保 

③水環境の保全 

④みどりの 

パートナーシップの充実  

⑤みどりを担う人づくりの強化 

⑥身近な公園の充実 

⑦地域の拠点となる公園の確保 

⑧安全・安心のまちを築く 

防災空間の確保 

⑨公共のみどりの創出・管理と 

民有地の効果的な緑化 

⑩水と緑のネットワークの充実 

⑪水辺の利活用 

 
■みどりをめぐる社会動向 
・防災まちづくりへの関心の高まり 

・少子高齢・人口減少社会への対応 

・循環型社会への対応 

・地球温暖化や 

ヒートアイランド対策 

・生物多様性への配慮 

基本方針 

１ みどりを守る 

 

 
 

  

 
 

  

基本方針 

2 みどりを育む 

基本方針 

3 みどりを創る 

１）貴重な緑を守ります 

２）農を守り活用します 

３）水の恵みを守り活かします 

６）身近な公園を充実させます 

７）拠点となる公園を整備します 

８）災害から暮らしを守る公園を         

整備します 

９）公共用地や民有地の緑化を進めます 

10）みどりのつながりを広げます 

11）緑豊かな水辺を創ります 

４）みどりの運動を広げます 

５）みどりの意識を高めます 

本編 P.23～34 
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保護樹管理ボランティア活用 

 

身近な公園の充実 

災害から暮らしを守る公園づくり 

農とのふれあい活発化 

学校は緑の拠点 

みどりを守る 24の施策 

●樹林地・農地の 

保全と活用 
●水辺の保全 
    ・生態系保全 
     ・水質浄化 

 

 みどりを育む 20の施策 

 

●ボランティア活動推進 

●学び考える機会の充実 

 

みどりを創る 26の施策 

●身近な公園の充実 

   学校の緑の充実 

●拠点公園の整備 

●防災機能の充実 

●水辺利用の拡大と 

景観の向上 

●水と緑のネットワーク拡充 

バタフライガーデン 

 

学校での収穫体験 

 

自然とふれあう機会 

 

ボランティア活動拡充 

 

計画策定の視点  ～パートナーシップで「守り、育て、創る」江戸川区らしいみどり～ 

◆協働（みどりを育む生きがいづくり、コミュニティ醸成） ◆防災に資するみどり 

◆公園の適正配置、学校の緑のあり方 ◆民有地の緑のあり方 ◆生物多様性、温暖化対策 

◆10年後のみどりの目標◆ 
・農地（生産緑地）の面積      38.45ha→40ha 

・保護樹の本数           352本→400本 

・緑化の推進に満足している区民の割合 57.7％→80％ 

・アダプト活動加入者数     8,501人→20,000人 

・身近な公園の充足率          70％→75％ 

・公園整備に満足している区民の割合  61.9％→80％ 
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１）貴重な緑を守ります 

《貴重な緑を守る施策の柱》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）農を守り活用します 

《農を守り活用する施策の柱》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 みどりを守る 

 

基本方針 1 

 

（１）大径木や樹林地の保全と活用 

 

（２）樹木、樹林地所有者への支援 

 

１ 保護樹の指定による古木、名木の保護 
２ 特別緑地保全地区や保護樹林の指定 
３ 樹木の伐採行為の届出制度の検討 
 
 

 
４ 保護樹のＰＲ等の充実 
５ 保護樹管理へのボランティア活用 
６ 維持管理への支援 
７ 所有者側からの樹木、樹林保護のＰＲ 
 
 
 

 

（２）営農への支援 

 

（１）農地の保全と活用 

 

（３）農とのふれあいの機会の充実 

８ 生産緑地地区の維持 
９ 農の風景育成地区の指定 
10 農地の防災機能の周知 
11 農地の公園用地としての活用 
 
 
 

 
12 農業経営基盤強化への支援 
13 農業ボランティアの派遣 
14 営農困難農地のあっせん 
15 農産物の直売支援 
 
 
 

 
16 区民農園の充実 
17 ふれあい農園の促進 
18 体験型農園の整備 
19 学校農園の拡大 
20 農業公園としての活用 
 
 
 

 

保護樹 

浅間神社の樹林 

民家の緑と一体的な農の景観 

農業ボランティアの様子 

ふれあい農園 

み 戸 川 区 の み の ど り の 施

策 

策 

 

 
 

  

 
 

  

本編 P.35～83 

ファーマーズクラブ東葛西 

農家による耕作指
導のもと農業体験
を行う新しい形の
区民農園です 
 

 

70 
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３）水の恵みを守り活かします 

《水の恵みを守り活かす施策の柱》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）みどりの運動を広げます 

《みどりの運動を広げる施策の柱》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５）みどりの意識を高めます 

《みどりの意識を高める施策の柱》 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）水辺の緑の保全 

（２）水環境の保全 

21 河川における自然、生態系の保全 
22 親水公園や親水緑道における自然性の向上 
 
 
 

 23 河川の水質改善 
24 雨水地下浸透化や雨水利用の促進 
 
 
 

 

（２）みどりの活動の支援 

（１）ボランティアの発掘、育成 

25 人材の発掘や育成の支援 
26 みどりに関するイベントの開催 
27 学習会や観察会の実施 
28 ○○公園を愛する会(仮称)の結成 
29 向こう三軒花隣運動の推進 
30 みどりのまちなみレポーターの推進 
 
 
 

 31 人材の派遣 
32 水と緑の情報提供 
33 みどりの基金の活用 
34 水と緑のコミュニケーションサイト(仮称)の整備 
 
 
 

 

（１）学校教育との連携 

35 グリーンプラン推進校における取り組み 
36 子どもたちへの環境学習の充実 
37 自然に配慮した環境整備 
38 みどりの大切さを伝える情報の発信 
39 地域とのつながりを高める緑化活動の推進 

水辺の自然（一之江境川親水公園） 

おきがる環境講座 

向こう三軒花隣運動 

なしの受粉作業（松本小学校） 

（３）園芸福祉との連携 

（２）学び、考える機会の充実 

44 園芸福祉の推進 
 
 
 
 
 

 

40 グリーンアドベンチャーコースの整備 
41 楽しむ生き物調査の実施 
42 生態系に配慮した対策の充実 
43 身近な取り組みの支援 
 
 
 

 

学校ビオトープ 

区内には、校庭
に生物の生息空
間（ビオトープ
を整備している
学校があります 篠崎第五小学校 

 みどりを育む 

 

基本方針２ 
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６）身近な公園を充実させます 

《身近な公園を充実させる施策の柱》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７）拠点となる公園を整備します 

《拠点となる公園を整備する施策の柱》 

 

 

 

 

 

 

 

 

８）災害から暮らしを守る公園を整備します 

《災害から暮らしを守る公園を整備する施策の柱》 

 

 

 

 

 

広場 

（１）歩いていける公園の充実 

（２）既存公園のリフレッシュ 

45 歩いて行ける公園の計画的な配置 
46 特色のある公園の整備 
47 生き物にやさしい公園づくり 
48 循環型公園づくり 
 
 
 
 
 

 

49 公園施設長寿命化計画の策定 
50 幼児から熟年者まで利用できるやさしい公園づくり 
51 生態系に配慮したリニューアルや管理 
 
 
 
 

 

（１）地域の拠点となる公園の整備 

（２）都立公園の整備 

（１）公園の防災機能の充実 

55 篠崎公園や宇喜田公園の整備促進 
 
 
 
 

 

52 拠点となる公園用地の確保 
53 スーパー堤防事業と合わせた防災拠点整備 
54 農の拠点となる公園の整備 
 
 
 
 

 

56 公園の高台化の推進 
57 公園の防災施設の整備 
 
 
 
 

 

複合遊具の更新（小島公園） 

興宮公園 

松本ふじの花公園 

篠崎公園 

井戸ポンプ 

（南篠崎さくら公園） 

小松川スーパー堤防（整備前） 整備後 

 みどりを創る 

 

基本方針３ 
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９）公共用地や民有地の緑化を進めます 

《公共用地や民有地の緑化を推進する施策の柱》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10）みどりのつながりを広げます 

《みどりのつながりを広げる施策の柱》 

 

 

 

 

 

 

11）緑豊かな水辺を創ります 

《緑豊かな水辺を創る施策の柱》 

 

 

 

 

 

 

 

（１）公共用地の緑化推進 

（２）民有地の緑化推進 

（１）街路樹や緑道等の拡充 

58 街路樹指針に基づいた整備と管理 
59 緑化指針による学校や公共施設の緑化 
 
 
 
 

 

60 緑化の充実 
61 みんなの家に花いっぱい運動の推進 
62 樹木のリサイクルの促進 
63 優良緑化建物への表彰制度の充実 
 
 

 

64 街路樹の整備 
65 親水公園・親水緑道の管理、保全、改修方

針の検討 
66 避難路や通学路の緑化 
67 再開発によるネットワーク拠点の創出 

荒川河川敷の高木 

 

街路樹指針に基づく街路樹の 

再整備（対策後のイメージ） 

景観条例による協議により 

既存樹木を残した事例 

鹿骨二丁目のモミジバフウ 

（１）河川景観の向上 

（２）水辺利用の促進 

70 親水公園・緑道整備や親水河川の利用促進 
 
 
 
 

 

68 さくらによる河川・堤防の修景 
69 河川敷への高木植栽 
 
 
 
 

 

古川親水公園 

新川千本桜整備 

かつて「塩の道」として江戸時代から重要な舟運路であった
全長３ｋｍの新川において、耐震護岸整備とともに江戸情緒
あふれる水辺を整備し、地域の活性化・賑わいづくりにつな
がる「新川千本桜整備」を推進しています。 
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◆水と緑の拠点拡充 
・スーパー堤防事業と一体となった緑地等の整備
や、桜による堤防の集計を行い拡充を図ります。 

◆豊かな水辺環境の形成 
・荒川河川敷におけるレクリエーション機能等の充
実、河川景観の向上、自然環境の保全と環境学習
の場としての活用 

◆地域の顔としての駅周辺緑化 
・平井駅周辺におけるみどりの拠点としての機能強
化と景観形成 

◆みどりの運動拡充 
・ボランティア活動やイベント会場となる地域の拠
点公園を中心としたみどりの運動の拡充 

 

◆水と緑の拠点の形成 
・宇喜田公園における東京都と連携した整備促進 
◆公園機能の充実 
・歩いていける公園が必要な地域における未利用地
の活用や地区計画等による公園用地の確保 

◆親水公園、緑道等のネットワーク充実 
・親水公園や親水緑道における水辺環境の保全と活用 
・一之江境川親水公園・古川親水公園沿川の緑の軸
としての強化 

◆水辺利用の促進 
・新川における親水空間としての利用促進 
◆地域の顔としての駅周辺の緑化 
・葛西、西葛西駅周辺におけるみどりの景観育成 
◆公共用地や民有地の緑の充実 
・公共施設、特に学校の緑の保全、育成 

◆水と緑の拠点の形成 
・篠崎公園の早期整備要請 
・スーパー堤防事業と一体となった公園緑地整備 
◆農地の保全と活用 
・農の一大拠点としての農地の保全と活用 
・農と人との接点づくり 
◆豊かな水辺環境の形成 
・江戸川河川敷における河川景観の向上、自然環境
の保全と環境学習の場としての活用 

◆民有地の緑の活用 
・オープンガーデンや「向こう三軒花隣」の普及に
よる「みんなの家に花いっぱい運動」の展開 

◆水と緑のネットワークの充実 
・親水緑道や京葉道路、柴又街道及び鹿本通りなど
の緑のネットワークの維持と育成 

◆水と緑のネットワーク充実 
・一之江境川親水公園や小松川境川親水公園の活用
促進、水辺環境の保全、景観まちづくりと一体と
なった、緑の軸としての強化 

・小規模公園の機能分担や公共用地の転用等によ
る、レクリエーション・防災などの機能の充実 

・木造密集住宅市街地における公園整備 
◆地域の顔としての緑の拠点育成 
・区役所周辺や一之江駅周辺における魅力あるみど
りの景観育成 

◆農地の保全と活用 
・農地の保全を図るとともに、歩いて行ける公園が
必要な地域における、農地をいかした公園の整備
検討 

◆農地の保全と活用 
・農地の保全とふれあいの場としての活用 
◆豊かな水辺環境の形成 
・江戸川河川敷における河川景観の向上、自然環境
の保全と環境学習の場としての活用 

◆公園機能の充実 
・北小岩等における小規模な公園の機能分担や公 
共施設の有効活用 

・木造密集住宅市街地における公園整備 
◆緑のネットワーク充実 
・親水緑道における水辺環境の育成 
◆地域の顔としての駅周辺緑化 
・JR 小岩駅における、再開発計画と連携した、み
どりの景観形成 

◆水と緑の拠点の形成 
・旧江戸川におけるスーパー堤防事業と一体となっ
た高台化公園の整備促進 

◆農地の保全と活用 
・農地の保全と学校農園や区民農園等による利活用 
◆水と緑のネットワークの保全･活用 
・生物の生息場所として充実した親水緑道における
自然性の向上と環境学習の教材としての活用 

◆地域の顔としての駅周辺緑化 
・瑞江駅周辺におけるみどりの景観育成 
◆公共用地や民有地の緑の充実 
・土地区画整理事業にあわせた公園整備や「みんな
の家に花いっぱい運動」の推進 

小松川・平井地域 中央地域 

葛西地域 小岩地域 

鹿骨地域 東部地域 

江

み 

戸 川 区 の ど み 水 と 緑 の ネ ト ワ ッ 方 
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緑のネットワーク 

 

水のネットワーク 

 

地域の顔となる拠点 

 

強化する緑の軸 

 

公園・緑地（既設） 

 

公園・緑地（計画） 

 

親水公園・緑道 

  

守るべき樹林地 

 

農地 

 

農地が多いエリア 

 

緑の拠点となる学校 

 

河川 

 

※ハッチ表示の公園は 5,000 ㎡以上の公園 

小松川･平井地域 

中央地域 

葛西地域 

小岩地域 

鹿骨地域 

東部地域 

小岩 

鹿骨 

東部 

中央 

葛西 

小松川・

平井 
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１．計画の推進体制 

◆区の役割 

「江戸川区みどりの基本計画」に基づいて体

制を充実させるとともに、現行施策の継続･拡

充、新たな施策の早期着手、区民活動の支援等

について積極的に行っていきます。 

◆区民の役割 

身近な花や緑を守り、育て、創る主体として、

様々な活動に積極的に係わっていくことを期

待します。 

◆事業者の役割 

ルールに基づいた緑化や、資材・人材や資金援助、緑化活動への参加など、

地域の一員として積極的に係わっていただくことを期待します。 

◆関係機関等との連携 

・庁内各部署による情報交換や連絡・調整を図る「(仮)みどりのえどがわ会議」

を設置し、施策の効果的・効率的な展開を図る他、区内にある国や都が管理

する施設について、本計画に基づき施策の展開が図れるように働きかけます。 

・隣接する区や市と連携を図りながら、広域的ネットワークの形成に向けた施

策の実施を推進していきます。 

２．計画の進行管理 

本計画が目指す将来像の実現に向けて、計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、

改善（Action）のサイクルで進行管理を行います。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「江戸川区みどりの基本計画」に関するお問い合わせ先 

江戸川区土木部 計画調整課／水とみどりの課 

〒132-8501 江戸川区中央一丁目4番1号 電話 03-3652-1151（代表） 

http://www.city.edogawa.tokyo.jp/ 

 

 

江

み 

戸 川 区 の ど み 計 画 の 実 現 向

け

て 

け に て 
 

 
 

  

 
 

  

 

事業者 

・敷地の緑化 

・ボランティア等 

区 

・施設整備 

・みどりの活動支援 

        等 

区 民 

・民有地の緑化 

・ボランティア等 

連携 

連携 

連携 

 
計 画（Plan） 

 
○「江戸川区みどりの基本計画」 

実 行（Do） 
 

○施策の実施 

○事業の推進 

改 善（Action） 
 

○点検、評価を踏まえた計画の見直し 

○施策の見直し、新たな施策の立案 

 

評 価（Check） 
 

○施策、事業の進捗状況の点検 

○みどりに関するアンケートの実施 

本編 P.84～86 


